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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人の脊椎骨の隣接する椎体の間に少なくとも椎間板空隙の高さを横切って少なくとも一
部を挿入するための脊椎インプラントであって、
　椎間板空隙内部から隣接する椎体の一つずつにそれぞれ接触するようになされ、隣接す
る椎体のそれぞれの方へ向いて配置されるようになっている対向する上面および下面と、
　隣接する椎体の間で椎間板空隙の中に挿入するための先端部と、前記先端部に対向する
後端部であって、上縁部と、下縁部と、人の脊椎骨の長手軸線に沿って前記上縁部から下
縁部まで測定された最大高さを有する後端部とを備え、前記最大高さが前記椎間板空隙内
で椎間板空隙に隣接する椎体間に適合するようになっており、前記後端部がそこを通過し
そこにすぐ隣接する最大高さを超えて延びる骨ねじの少なくとも一部を受け入れ、
　前記骨ねじは、椎体内に配置される先端部と、前記脊椎インプラントと協働して係合し
前記骨ネジが骨内にそれ以上進行することを防止するようになっている後端部とを有し、
前記骨ねじの後端部は、そこにすぐに隣接し前記隣接する椎体の一つの少なくとも一部に
重なっている、前記脊椎インプラントの後端部の最大高さを超えて延びている、脊椎イン
プラント。
【請求項２】
　人の脊椎骨の隣接する椎体の間に少なくとも椎間板空隙の高さを横切って少なくとも一
部を挿入するための椎体間脊椎インプラントであって、
　椎間板空隙内部から隣接する椎体のそれぞれに接触するようになされ、隣接する椎体の
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それぞれの方へ向いて配置されるようになっている対向する上面および下面と、
　隣接する椎体の間で椎間板空隙の中に挿入するための先端部と、
　前記先端部に対向し、外部表面と、隣接する椎体にそれぞれ向かって配向されるように
なされた上縁部および下縁部を備える外周部を有する後端部とを備え、前記後端部が人の
脊椎骨の長手軸線に沿って前記上縁部から下縁部まで測定された最大高さを有し、前記最
大高さが前記椎間板空隙内で椎間板空隙に隣接する椎体間に適合するようになっている、
前記後端部と、
　少なくとも２つの骨ねじ受け穴であって、前記外周部の上縁部に近接する前記骨ねじ受
け穴の少なくとも１つが、骨ねじの一部が前記後端部の平面内で後端部の外周の上縁部を
越えてはみ出すための一つのギャップをその中に有し、前記外周部の下縁部に近接する前
記骨ねじ受け穴の少なくとも別の１つが、別の骨ねじの一部が前記後端部の平面内で後端
部の外周の下縁部を越えてはみ出すための一つのギャップをその中に有し、前記ギャップ
の各々は、各骨ねじの後端部を保持するのに十分である、椎体間脊椎インプラント。
【請求項３】
　前記対向する上縁部及び下縁部は、各々、隣接する椎体からインプラントを介して隣接
する椎体への骨の成長を許容するための少なくとも一つの開口を有する、請求項１または
２に記載のインプラント。
【請求項４】
　前記インプラントの後端部は湾曲している、請求項１～３のいずれか一つに記載のイン
プラント。
【請求項５】
　前記インプラントが、外科的に修正された椎間板空隙の隣接する椎体間の距離に等しい
高さを有する、請求項１～４のいずれか一つに記載のインプラント。
【請求項６】
　前記インプラントの後端部が、インプラントの先端部と後端部を貫通する、前記インプ
ラントの水平な正中長手平面に対して一定の角度でそこに受け入れられる骨ねじを配向す
るようになされている、請求項１～５のいずれか一つに記載のインプラント。
【請求項７】
　前記後端部が前記上縁部に沿った一対のねじ受け穴と、前記下縁部に沿った一対のねじ
受け穴とを有し、前記一対のねじ受け穴の一方が互いに近づいていく関係で骨ねじを位置
決めするようになっている、請求項６に記載のインプラント。
【請求項８】
　前記一対のねじ受け穴の他方が互いに末広がりになる関係で骨ねじを位置決めするよう
になっている、請求項７に記載のインプラント。
【請求項９】
　前記インプラントに前記骨ねじを保持するための少なくとも１つのロックを更に有する
、請求項１～８のいずれか一つに記載のインプラント。
【請求項１０】
　少なくとも一つの第２の骨ねじを更に有し、前記インプラントに前記少なくとも２つの
骨ねじを保持する少なくとも一つのロックを更に有する、請求項９に記載のインプラント
。
【請求項１１】
　骨成長促進材料を更に含む、請求項１～１０のいずれか一つに記載のインプラント。
【請求項１２】
　前記骨成長促進材料は、骨、骨形態形成タンパク質、ヒドロキシアパタイト、骨を産生
するための暗号遺伝子の少なくとも一つである、請求項１１に記載のインプラント。
【請求項１３】
　前記インプラントは、その中に画定された内部表面と孔を有し、前記孔が骨成長促進材
料を含有することができる、請求項１～１２のいずれか一つに記載のインプラント。
【請求項１４】
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　瘢痕形成を抑制するために化学物質と組合せてある、請求項１～１３のいずれか一つに
記載のインプラント。
【請求項１５】
　前記インプラントの前記後端部の上縁部及び下縁部の少なくとも一方が、骨ねじの少な
くとも外径の一部が前記後端部の前記上縁部および下縁部の少なくとも一方を越えてはみ
出すことができるように、その縁部中に少なくとも１つのギャップを有し、前記ギャップ
が骨ねじの外径よりも小さいように寸法決めされている、請求項１に記載のインプラント
。
【請求項１６】
　前記ねじ受け穴の少なくとも一つが、外表面を貫通し、前記ねじ受け穴の少なくとも１
つの断面がＣ字形である、請求項２に記載のインプラント。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の背景）
腰椎および胸椎で使用するようになされたインプラントは、解剖学的構造の相違のために
頸椎では遙かに使用可能性が少なくなる。腰椎では、その椎間板空隙の高さが椎体の高さ
の約２５％である（すなわち、椎体がそれらに介在する椎間板空隙の概ね４倍の高さであ
る）。頸椎では、その椎間板空隙が椎体の高さの５０％に達し得る。ほとんどの人は一般
に、頸椎の椎間板空隙が７ｍｍまたは８ｍｍ以下である。
【０００２】
頸椎中にインプラントを固定するために一般に使用するねじは、４ｍｍと５ｍｍの間の直
径を有するのが典型である。２本の骨ねじをそれぞれ、隣接する頸椎のそれぞれの椎体中
に挿入すれば、またこれらの２本の骨ねじを垂直に対向させようとすれば、これらのねじ
の直径の総和がインプラントの高さを超過することになるので、それは不可能であること
が理解されよう。このように垂直に位置合わせした骨ねじには、それら自体の高さに加え
て十分なインプラント構造の高さを合計した少なくとも１０ｍｍの高さが必要であり、ま
たそれらを取り囲みかつ保持するのに十分な高さがさらに必要である。したがって全体と
して、これらの２本の骨ねじとそれらを取り囲むインプラントには、椎間板空隙とその中
に嵌合するようになされたインプラントの高さを実質的に越える合計高さが必要になる。
【０００３】
別法として、垂直の位置合わせに伴う上記問題を回避するために幾本かのねじをより水平
に（横並びに）配置しようとすることもできよう。対になったねじを（２本ずつ隣接する
椎体にそれぞれに挿入して）使用することによって備わる好ましいインプラントの安定性
を付与するために、４本の骨ねじをインプラントの赤道上に水平に位置合わせして、骨ね
じのうちの２本を頸椎の一方の椎体に向け、かつ骨ねじのうちの２本を隣接する頸椎の他
方の椎体に向けることもできよう。このように水平に位置合わせした５ｍｍのねじ頭の直
径をそれぞれに有する４本の骨ねじには、それらのねじ頭だけで少なくとも２０ｍｍが必
要である。さらに、これらのねじ頭をそれぞれに取り囲むのに十分なインプラント構造で
は、インプラント幅が最低でも約２４ｍｍとなり、それはほとんどの頸椎の椎間板空隙に
とって望ましいインプラント幅を越えることになる。骨ねじ受け穴を千鳥に配置すること
には多少の利点があろうが、これらのねじを相互に、椎骨に、およびインプラントに対し
てある程度対称的に維持することが望ましい場合には、このような配置自体が、説明した
問題に対する適切な解決策とはならないことになる。
【０００４】
前述の問題に対する１つの従来技術による解決策は、インプラントの後端部の高さを拡大
することによって、インプラントを椎間板空隙よりも高くすることを教示する。その一例
がフランジ付きインプラントである。このフランジ付きインプラントによって、ねじを垂
直に位置合わせしかつそれらを保持するのに十分なインプラント構造を備え得るようにね
じを配置することが可能になる。しかし、このようなインプラントのフランジ部分は椎間
板空隙の外側に延在しており、それはすべての状況で望ましいとは限らない場合がある。
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さらに、脊椎の多くのレベルを融合させる必要があるときには、これらのフランジ付きイ
ンプラントを使用できない恐れもある。
【０００５】
したがって、インプラントに取り付ける骨ねじの配置および配向に対してフランジ付きイ
ンプラントの利点を提供するが、フランジ部分を設けないで、すなわちインプラントが椎
間板空隙の外側に延在する必要がないようになされた脊椎インプラントに対する要望が存
在する。
【０００６】
（発明の概要）
本発明は、これらに限定されないが、脊椎融合インプラント、スペーサ、運動維持インプ
ラント、またはその他のインプラントなどの椎体間脊椎インプラントに関する。このイン
プラントは対向する上面と下面を有し、それぞれの１つの表面が、椎間板空隙に隣接する
対向する椎体のそれぞれに接触する。インプラントは少なくとも２本の対向する骨ねじを
協働的に受けるようになされており、少なくとも１本のねじがそれぞれに、椎間板空隙に
隣接する椎体のそれぞれの中に挿入される。椎体間脊椎インプラントは、その後端部を介
して骨ねじを受け、かつ骨ねじの先端部がインプラントの少なくとも一部を貫通して対向
する上部または下部インプラント表面のそれぞれから１本ずつ突き出すことができるよう
になされている。骨ねじは、先端部と、軸身と、この軸身上のねじ切りと、後端部とを有
する。インプラントおよび骨ねじの後端部は、骨ねじがインプラントにさらに貫入するこ
とを防止するために相互に協働的に係合するようになされている。骨ねじの少なくとも幾
本かの後端部の周囲の少なくとも一部が、対向する上部または下部インプラント表面の少
なくとも一方を越えてはみ出す。
【０００７】
１つの好ましい実施形態では、後端部は、少なくとも１本の骨ねじ頭部の一部が後端部の
周囲の高さを越えてはみ出すことができるように構成されている。インプラントの後端部
は、骨ねじの後端部の少なくとも一部が対向する上部または下部椎体係合面を越えてはみ
出すことができるように、周にギャップを有する少なくとも１つの骨ねじ受け開口または
穴を含む。ギャップは骨ねじ受け穴の周を途切れさせて、骨ねじ受け穴が不完全な周また
はＣ字形を有する。ギャップは、それがねじの直径の半分未満になるようにサイズ決めさ
れている。ねじがそれぞれにインプラント後端部の上縁部または下縁部を越えてはみ出す
ことができることによって、上部および下部ねじは、インプラント後端部の最大高さが、
骨ねじ受け穴中に挿入されるようになされた２本の骨ねじの最大直径の合計を下回るよう
に配置可能である。これによって、インプラントの後端部中で、別の方法で使用可能な骨
ねじよりも大きい骨ねじを使用することができる。さらには、限定されないが、本発明は
、インプラント自体の一部が椎間板空隙を越えて脊椎の外側に延在する必要がなく、最適
な直径の骨ねじがインプラント中に挿入されかつ一部がインプラントを貫通して隣接する
椎体中に進入することができる。
【０００８】
インプラントの後端部は、骨ねじを相互に、インプラントの後端部に、かつインプラント
の上面および下面に対して角度を付けて隣接する椎体のそれぞれに挿入できるようになさ
れている。対向する骨ねじは、椎体の前方面をインプラントに向かって相互に引き寄せる
ことが好ましい。骨ねじは、脊椎の連続的なレベルを融合する場合は、隣接する椎間板空
隙中に取り付けられる第２のインプラントからの骨ねじに干渉しないように、内部にイン
プラントが取り付けられている椎間板空隙の直近にある椎体の一部に貫入することが好ま
しい。１つの好ましい実施形態では、後端部が、椎体を互いに圧縮しかつ椎体インプラン
トの境界面に負荷を加えて融合を促進するために骨ねじをずらすように構成される。
【０００９】
幾つかの好ましい実施形態では、ねじが上面および下面と一定の角度を定めることによっ
て、融合するべき椎間板空隙上方の椎体の下半分にまたはこの椎間板空隙下方の椎体の上
半分に、これらの面が拘束されるように維持する。
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【００１０】
他の好ましい実施形態では、インプラントの後端部の垂直正中線からまたはそれに近接し
て進入し始めるねじを外側に向けるように、すなわち、末広がりに配向できるように、か
つインプラントの後端部の垂直正中線からさらに遠くから進入を始めるねじを内側に向け
るように、すなわち、先すぼみに配向できるように、インプラントの後端部が構成される
。先すぼみに配向されているねじは一方の椎体に向かい、かつ末広がりに配向されている
ねじは他方の隣接する椎体に向かう。このような配置によって、このようなインプラント
は、隣り合う椎間板空隙中に挿入されるとき、一方のインプラントからの先すぼみ配向さ
れたねじと他方のインプラントからの末広がり配向されたねじを同じ椎体中にねじ込ませ
かつ確実にこれらのねじが相互に干渉しないようにすることができる。このような構成に
よって、隣接する椎間板空隙の両方を融合するべき場合に、異なるインプラントからのね
じを１つの椎体内部で互いにすれ違いにすることができる。
【００１１】
これらの実施形態のいずれにおいても、例えば、本出願人が開示する、「骨格用平板固定
システム」と題する米国特許第６，１３９、５５０号、「前方頸椎平板固定システム、器
具、および取付け方法」と題する米国特許出願第０９／０２２，２９３号、および「対向
するロックねじを備える椎体間脊椎融合インプラント」と題する米国特許出願第０９／５
６５，３９２号を含めて、それらのすべてを参照により本明細書に組み込むが、これらに
限定しないで当業者に知られたものをいずれも含むことができる「ロック機構」によって
、これらのねじをインプラントに保持することが、必須ではないが好ましい。インプラン
トの後端部は、ねじを骨ねじ受け穴内部で拘束する（すなわち、それぞれの骨ねじの軌道
を固定する）ように、またはねじの角度を可変にできるように骨ねじ受け穴内部で非拘束
状態にしておくように、これらの骨ねじの受けを構成することができる。ロック機構を使
用すれば、ねじを骨ねじ受け穴内部で最初から拘束し、ロックしたときに拘束状態に留め
ることができる。別法として、ねじをロックする前にねじを最初から拘束せずに、ロック
するときに、ねじロックによって拘束するか、またはねじロックによって非拘束状態にし
ておくこともできる。例を以下に説明する。
【００１２】
骨ねじを骨ねじ受け穴内部で拘束することが望ましい場合は、骨ねじ受け穴は、ねじを捕
捉するように構成可能である。骨ねじ受け穴の壁部とねじの間に干渉ばめを形成して、骨
ねじ受け穴内部でのねじの動きを防止することが好ましい。
【００１３】
これらのねじは、ねじ頭と骨ねじ受け穴の間で協働的に対合するねじ山によって自己ロッ
クすることもできる。好ましい自己ロック式骨ねじの一例は、参照により本明細書に組み
込む「椎骨終板係止アンカを備える脊椎インプラント」と題する、本出願人の特許出願第
０９／５６５，３９２号に見られる。
【００１４】
骨ねじを拘束しないことが望ましい場合は、骨ねじに丸めた頭部および／または直径を小
さくした首部をもたせて、インプラントと骨ねじの間の角度を可変にすることができる。
【００１５】
骨ねじをロックすることが望ましい場合は、拘束状態または非拘束状態に応じてロック機
構の内部表面を適合させることによって、骨ねじを拘束状態または非拘束状態にしておく
ようにロック機構を構成することができる。例えば、ねじ頭に面するねじロックの端部を
凹面にして丸いねじ頭を収容し、それによって非拘束のねじをインプラントにロック可能
であるが、インプラントに対してねじの角度を依然として可変にすることができる。別法
として、ロック機構は、ロックがねじ頭を強制的に圧迫することによって非拘束の骨ねじ
を拘束するように構成することもできる。
【００１６】
骨ねじロックが好ましいが、本発明はそれに限定されない。骨ねじをインプラントにロッ
クする必要はなく、例えば、骨ねじがインプラントを通って骨ねじの長さ方向の一定の個
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所を越えて貫入していくのを止めるためのストップまたは肩部を備えるだけでもよい。
【００１７】
骨ねじの頭は、完全に取り付けたときに、インプラントから突出してインプラント後端部
の外部表面の近位に存在する可能性のある繊細な解剖学的な構造中などに実質的に進入し
ないように、インプラントの後端部の外部表面と同一平面にあるかまたはわずかに下方に
あることが好ましいが、必ずしもそうなっていなくてもよい。
【００１８】
本発明のインプラントは、頸椎、胸椎、および腰椎を含めて脊椎全体にわたって有用であ
り、かつ部位に応じて脊椎の前方、後方、または横方面から挿入することができる。
【００１９】
本発明の好ましい実施形態の多くは、従来技術と比較して次に挙げる利点の１つまたは複
数の利点を有する。１つの利点は、ねじとインプラントの間のより浅い角度である。より
浅い角度によって、ねじに追加的な繋止力が備わる。ねじが骨中に繋止する能力は、ねじ
切り表面積の大きさに比例する。ねじが長くなるにしたがって、その食い込みがより適切
になる。したがって、ねじの角度がより浅くなることによって、高さが小さい本体中にね
じが長めに留まることができる。
【００２０】
別の１つの利点は、ねじがインプラント表面に近接して進入し始め、かつねじがインプラ
ントからより早く抜け出すことによって、インプラント中にあるネジの部分がより小さく
なり、それによって融合促進物質または他の望ましい含有物のためのインプラント中のス
ペースがより大きくなることである。
【００２１】
他の１つの利点は、骨ねじの後端部が椎間板空隙の奥行き内部に収容されることによって
、身体内部において近位の血管および神経構造を含め、これらに限定しないが、隣接する
繊細な構造を損傷する危険性が減少することである。椎間板空隙の奥行きを越えて延在す
るインプラントの一部は、これらの繊細な構造を損傷する危険性がある。骨ねじの後端部
を椎間板空隙の奥行き内部に収容することは好ましい実施形態の１つに過ぎず、本発明は
それに限定されないことを理解されたい。
【００２２】
さらに他の１つの利点は、骨ねじがインプラントをより早く抜け出して隣接の椎体に係合
可能なことである。インプラントの赤道（すなわち、後端部の水平正中線）により近接し
かつインプラントの対向する上下の面からより遠くにある骨ねじの後端部は、ねじのねじ
切り部分がインプラントを離れるのにより長くかかる。それとは異なり、１つまたは複数
の好ましい実施形態における本発明は、骨ねじのねじ切り部分が浅い角度でより早く離れ
ることによって、インプラントの後端部中にねじ切り部分が多ければ別様に実現した程の
追加的なねじ切りの長さを有することができる。
【００２３】
上に説明した構成は様々な利点に関して好ましいが、それらは本発明の範囲をいずれにお
いても限定するものではなく、本発明を特許請求の範囲のみによって限定するものである
。
【００２４】
（好ましい実施形態の詳細な説明）
ここで本発明の好ましい本実施形態を詳細に参照するが、その例を添付の図面に示す。図
面全体を通して本発明の様々な実施形態の同じ部分を「１０２、２０２」などの同じ参照
符号を使用して参照する。
【００２５】
図１～４に示すように、本発明の脊椎インプラントの１つの好ましい実施形態を全体とし
て符号１００によって参照する。本明細書で使用するように、「インプラント」という用
語は、例としてのみ挙げれば、スペーサ、骨ドエル、および脊椎融合インプラントなど、
隣接する２つの椎体の間に挿入するようになされた任意の装置を含む。インプラント１０
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０は、先端部１０２と、対向する後端部１０４と、これらの端部１０２、１０４の間を連
結、橋かけ、または接合するための側面１０６および１０８を有する。
【００２６】
１つの好ましい実施形態では、先端部１０２が円の一部でありかつインプラントの幅がそ
の円の幅部分に等しい、すなわち半円であれば、その円の直径に等しくすることができる
。別法として、先端部１０２の少なくとも一部が真っ直ぐであってもよく、したがって例
えば、その真っ直ぐな部分が側面１０６、１０８に対してほぼ直角をなして概ね四角形ま
たは正方形を形成することもできる。共に参照により本明細書に組み込む「隣接する椎体
の間にスペースを調製するための切削器具および方法」と題する米国特許第６，１５９，
２１４号、および「インプラントを収容するための椎間板空隙を創出するための器具およ
び方法」と題する、本出願人の同時係属の特許出願第０９／４９０，９０１号に従って、
本発明のインプラント先端部の形状は、椎間板空隙を横切りかつ椎体中に形成した植込み
スペースの形状に合致するようになされ得る。
【００２７】
インプラント１００は、上面１１０に係合する椎体と下面１１２に係合する対向側の椎体
を有する。１つの好ましい実施形態では、インプラント１００が、例えば、脊柱前湾にお
いて、隣接する椎体を相互に対して角度をなす関係に配置できるように、上下の面１１０
、１１２を相互に向かって先すぼみにすることができる。インプラント１００を介して骨
が隣接の椎体から隣接の椎体へ成長できるように、上下の面１１０、１１２は、それらを
貫通する少なくとも１つの穴１１４を有することができる。
【００２８】
両端部１０２および１０４は、それらを介して骨が成長しかつ血管が通る１１６などの穴
を含むことができる。同様に、側面１０６、１０８は、同様のまたは他の目的のために１
１８などの穴を含むことができる。インプラント１００は、側面１０６、１０８の間に開
いた内部１２０を有し、それを介して隣接の椎体から隣接の椎体へ骨を成長させることが
好ましい。インプラント１００自体に、その様々な表面のいずれの面にも、開いた内部１
２０および／または、例えば１１４、１１６、１１８などの穴のいずれにも、骨成長促進
材料を塗布するかまたは含有することができるが、その材料には、骨、骨形態形成タンパ
ク質、ヒドロキシアパタイト、骨を産生するための暗号遺伝子、または融合部位において
隣接する椎体の一方から隣接する椎体の他方へ骨が成長することに内因的に関与する他の
任意の材料が含まれるが、これらに限定しない。
【００２９】
１つの好ましい実施形態では、後端部１０４が外部表面１２２と内部表面１２４を有する
。少なくとも外部表面１２２を湾曲させて、椎体前方面の自然湾曲の少なくとも一部と共
形にすることができる。例えば、外部表面１２２を水平平面内で凹面にするか、垂直平面
内で凹面にするか、または垂直平面および水平平面内で両凹面にすることもできる。外部
表面１２２は、内部表面１２４の形状に対応してもよいが、対応していなくてもよい。こ
の好ましい実施形態では、外部表面１２２が、体内の隣接する繊細な血管および神経系構
造を保護するために鋭い縁や角を排除するように構成されている。例えば、外部表面１２
２の外縁部にテーパを付け、かつその角を丸めることができる。後端部１０４自体の形状
は、概ね四角形、円形、または使用目的に有用な他の任意の形状でよい。
【００３０】
後端部１０４は、インプラント１００を隣接する椎体に固定するために、骨ねじ１２８を
受ける骨ねじ受け穴１２６を含む。骨ねじ受け穴１２６は、骨ねじ１２８の少なくとも一
部が後端部１０４の周囲１３２からはみ出し可能であるように、骨ねじ受け穴１２６の周
中にギャップ１３０を含む。後端部１０４は、真っ直ぐでも、湾曲していても、あるいは
解剖学的な輪郭であってもよい。ギャップ１３０によって骨ねじ受け穴１２６の周が途切
れて、骨ねじ受け穴１２６は不完全な周またはＣ字形を有する。骨ねじ受け穴１２６の少
なくとも１つが骨ねじ１２８の後端部と協働的に係合して、骨ねじの少なくとも１本の後
端部周囲の少なくとも一部が、対向する上下のインプラント表面の少なくとも一方からは



(8) JP 4167066 B2 2008.10.15

10

20

30

40

50

み出すことができる。
【００３１】
本発明で使用されているように、骨ねじの後端部は、ねじの先端部に対向する端部におい
て、少なくとも、インプラントに協働的に係合してその通り抜けを防止するようになされ
た骨ねじ部分を含む。この後端部は、ねじ頭および／またはこの頭部に近接する軸身、例
えば、図１に示した軸身１３４およびねじ頭１３８を含むことができる。骨ねじの頭は、
骨ねじを完全に取り付けたとき、インプラントから突出して、インプラント後端部の外部
表面の近位に存在する可能性がある解剖学的な構造に進入しないように、インプラントの
後端部の外部表面と同一平面にあるかまたはそれから入り込んでいることが好ましいが、
必ずしもそうなっていなくてもよい。
【００３２】
インプラントの後端部は、骨ねじを骨ねじ受け穴の内部に拘束する（すなわち、それぞれ
の骨ねじの軌道を固定する）ように、またはねじの角度を可変にできるように骨ねじ受け
穴の内部で非拘束状態にするように骨ねじの受けを構成できる。拘束するように構成する
ために、骨ねじ受け穴の壁部とねじの間に締りばめを形成して、骨ねじ受け穴内部でのね
じの動きを防止することが好ましい。拘束されたねじは、ねじ頭と骨ねじ受け穴の間で協
働的に対合するねじ山による自己ロックも可能である。
【００３３】
骨ねじを非拘束状態にすることが望ましい場合は、骨ねじの頭の部分に丸みを付けかつ／
または首部の直径を小さくして骨ねじの動きを可能にして、インプラントと骨ねじの間の
角度を可変にすることができる。
【００３４】
骨ねじをインプラントにロックする必要はないが、例えば、骨ねじがインプラントを通っ
て骨ねじの長さ方向の一定の個所を越えて貫入していくのを止めるための肩部を備えるだ
けでもよい。本明細書で説明するすべての骨ねじはセルフタッピングが可能であることを
理解されたい。骨ねじ受け穴１２６は、入込み部１３６を含み、ねじ頭１３８が実質的に
後端部から離れて延長しないようにねじ頭１３８を収容する。ギャップ１３０は、ねじ１
２８の直径の半分未満になるようにサイズ決めしてある。ねじ１２８を後端部１０４の縁
部１４０、１４２からはみ出し可能にすることによって、後端部１０４の最大高さＨが骨
ねじ受け穴１２６中に挿入するようになされた２本の骨ねじの最大直径の総和よりも小さ
くなるように、上下のねじを配置することができる。
【００３５】
骨ねじ受け穴１２６は、ねじ１２８を捕捉するようになされ、それによってねじを後端部
１０４の内部に拘束することができる。別法として、後端部１０４が、骨ねじをインプラ
ント１００にロックするために少なくとも１つのロック機構１４４をさらに含むこともで
きる。骨ねじロックが好ましいが、本発明はそれに限定されない。
【００３６】
本発明の様々な実施形態では、ロック機構１４４および後端部１０４は、骨ねじ１２８を
不動状態に捕捉してねじの位置を固定するように構成可能であり、または別法として骨ね
じをロックしたとき、ねじの角度を依然として可変にできる非拘束状態にしてねじの角度
を可変にすることもできる。
【００３７】
このロック機構１４４は、骨ねじをインプラント１００に接触かつ固定するための頭部を
有するねじまたはリベットの形態にすることができる。ロック機構１４４は、後端部１０
４に対して回転運動が可能である。ロック機構１４４は、解除位置からロック位置へロッ
ク機構１４４を移行するための器具係合部１４６を含む。
【００３８】
図１および４が最も適切に示すように、ロック機構１４４はさらに、このロック機構１４
４が解除位置にあるときに、骨ねじを骨ねじ受け穴１２６中に取付け可能にするための除
去部分１４８を含む。１つの好ましい実施形態では、ロック機構１４４を１８０度回転さ
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せて完全に締め付けることができる。ロック機構１４４は互いに同じ方向にまたは反対の
方向に回転可能である。ロック機構１４４のヘッド下部を、例えば斜めにしたりまたは凹
ませたり、様々な形状にすることができる。さらに、本出願人の「椎骨終板係止アンカを
備える脊椎インプラント」と題する特許出願第０９／５６５、３９２号で教示するように
、本発明は自己ロックねじを受けるようになされ得る。
【００３９】
ロック１４４は、ねじによって椎間板空隙の安定化（ダイナミゼーション（ｄｙｎａｍｉ
ｚａｔｉｏｎ））が可能になるように、ねじ１２８をそれらの定位置に固定することによ
ってまたは別法としてねじを定位置に固定しないで、ねじ１２８が後退して脱落するのを
防止することによってねじ１２８を拘束するように機能し得る。
【００４０】
本発明は、他のプレート／ねじまたはインプラント／ねじ装置で使用するものおよび当業
者に知られているものなど、他のねじロック機構および装置の使用も含むことを理解され
たい。
【００４１】
図９に示すように、後端部１０４はさらに、下に説明するドライバ器具からの位置合わせ
合釘１５４およびねじ山付きドライバ１５５をそれぞれ係合させるための位置合わせ穴１
５０、１５２およびねじ係合穴１５３を含む。インプラントに係合させて挿入を補助する
、当業で知られた他の任意の手段が本発明の範囲内にある。
【００４２】
骨ねじ受け穴１２６の１つの好ましい起点および軌道は、これらの骨ねじが隣接する椎体
の高さを二分する平面と交差しないように、外科医が穴１２６を介して骨ねじ１２８を最
適なまたは望ましい深さまで挿入できる（しかし、必ずしもそのように挿入できなくとも
よいが）ようになっている。１つの代替実施形態は、隣接する椎間板空隙中に挿入したこ
のようなインプラントからのねじが、介在する椎体中でぶつかり合わずにすれ違い合うよ
うに相互にずらすために、非対称的に配置されている上部ねじおよび下部ねじを含むこと
ができる。例えば、インプラントが、後端部中で外側に向かいかつ上面を貫いて突出する
２本のねじと、後端部中央で下端を貫いて突出する１本のねじとを有する。
【００４３】
図５に示すように、椎間板空隙を横切って隣接する椎体の中に形成した植込みスペース中
にインプラント１００を挿入する。インプラント１００は、先端部１０２を頭にして椎間
板空隙中に挿入される。
【００４４】
図６に示すように、骨ねじ受け穴１２６をドリル１５６およびドリルガイド１５８、突き
錐または他の装置によって隣接する椎体中に形成することができる。ドリル１５６は骨切
削端１６０および軸身１６２を有する。ドリルガイド１５８は後端部１０４の骨ねじ受け
穴１２６の１つに挿入するようになされた先端部１６４を有する。この先端部１６４は、
小寸法１６６、大寸法１６８、および骨ねじ１２８の頭部分を受けるようになされている
骨ねじ受け穴１２６の寸法が小さくなった部分に対応する肩部１７０を有する。ドリルガ
イド１５８は、１つの好ましい実施形態では、先端部１６４が内部に適切に収まるとき骨
ねじ受け穴１２６の中心長手軸と位置合わせされている内部穿孔（図示せず）を有する。
骨ねじ受け穴１２６に対してドリルガイド１５８の角度を変化させることが望ましい場合
は、ドリルガイド１５８の先端を丸めることができる。この代替実施形態では、ドリルガ
イドを骨ねじ受け穴にねじ込むこともできるし、あるいは当業で知られている他の任意の
技法によってインプラントに取り付けることもできる。さらに、犬釘または他の道具を用
いて骨に穴を形成してもよいし、あるいは最初に骨の中に穿孔を形成しないでねじを挿入
してもよい。
【００４５】
ドリルガイド１５８が骨ねじ受け穴１２６内部に収まるとき、ドリル１５６が内部穿孔を
貫通して、位置合わせ状態にある骨ねじ受け穴１２６に対応する、隣接する椎体の骨の中
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に骨ねじ受け開口を形成する。この好ましい実施形態では、骨ねじ受け開口１２６が、こ
れら椎体の２つの皮質の接合部にまたはその近位に位置する骨の中に形成される。
【００４６】
本発明の脊椎インプラントでは、骨ねじを隣接する椎体中に取り付けるとき、これらの骨
ねじがインプラントの垂直平面に沿って末広がりになるように、骨ねじを相互に対して角
度をなす関係に配向することができる。インプラント表面からの好ましい角度の広がりは
２５°ないし４０°が好ましいが、意図した目的に有用な任意の角度が本発明の範囲内に
ある。１つの好ましい実施形態では、ねじ１２８が隣接する椎体の高さの半分を越えて延
長しないように、それらのねじに角度を付ける。これによって、確実に１つのインプラン
トのねじが隣りの椎間板空隙中に挿入されたインプラントのねじと接触することはない。
【００４７】
本発明のインプラントでは、ラグねじを利用すると、すなわち、ねじに対してインプラン
トがずれている関係があると、骨ねじ１２８を椎骨中に取り付けるとき、隣接する椎体が
インプラント１００に向かって引き寄せられて、インプラントに対して圧縮負荷が生成さ
れる。さらに、骨ねじ１２８に角度を付けることによって、患者が反り返るときに生じる
ような脊椎の伸張時に、隣接する椎体の前方部分が結合状態に維持される。本発明の数多
くの利点の中でも特に、インプラント１００に隣接する椎体の前方部分が、後端部１０４
に挿通した骨ねじ１２８によって定位置に保持されるので分離することがなく、インプラ
ントの後部が脊椎の伸張に伴って椎体中に押しやられることがなく、かつ圧縮負荷がイン
プラントの椎体間部分の全長にわたって安全に分布する。
【００４８】
図７は、２つの隣接する椎体の間の椎間板内部に取り付けたインプラント１００と後端部
１０４中に取り付けた骨ねじ１２８を示す上面図である。１つの好ましい実施形態では、
骨ねじ１２８が相互に向かって先すぼみにねじ込まれている。しかし、骨ねじ１２８を先
すぼみにする必要はなく、平行に、末広がりに、または相互に対して他の任意の望ましい
配向にあってもよいことを理解されたい。図７に示す２本のねじの代わりに、１本または
３本以上のねじを使用してインプラントを隣接の椎体にそれぞれ固定できることもさらに
理解されたい。
【００４９】
図８は、ロック機構１４４が解除位置にあるところを示した、２つの隣接する椎体の間に
取り付けた脊椎インプラント１００と、定位置にある骨ねじ１２８を示す後端部の立面図
である。上部骨ねじ１２８が先すぼみになり、下部骨ねじ１２８が末広がりになっている
。このような２つのインプラントを連続する椎間板空隙中に配置しても、一方のインプラ
ントの先すぼみの骨ねじ１２８と他方のインプラントの末広がりの下部骨ねじ１２８は、
それぞれの骨ねじに異なる角度が付けられているので干渉し合うことがない。
【００５０】
図９に示すように、挿入するために役立つようにインプラントを保持しかつロックをその
ロック位置に確保するとき、インプラントにトルクが加わるのを防止するためのドライバ
器具１７２をインプラント１００に取り付けることができる。このドライバ器具１７２は
、インプラント１００の後端部１０４と協働的に係合するためのブロッカ部１７４を有す
る。このブロッカ１７４は、後端部１０４の輪郭と少なくとも一部が共形になるように構
成可能な先端アーチ面１７６を有する。ドライバ器具１７２はブロッカ１７４から延長す
る軸身１７８を有し、この軸身１７８の長手軸に沿って内部穿孔１８０が設けてある。後
端部１０４中の位置合わせ穴１５０、１５２およびねじ穴１５３とそれぞれ協働的に係合
するための１対の位置合わせ合釘１５４およびねじ山付きドライバ軸身１５５がブロッカ
１７４から延長する。ブロッカ１７４は、それぞれのロック機構１４４と同軸に位置合わ
せした開口部１８２を有する。これらの開口部１８２は、ロック機構１４４にアクセスし
かつそれを操作するために挿通されるロック１８４を受けるように構成してある。器具１
７２によって、外科医は患者の脊椎にトルクを加えないでロック機構１４４をブロッカ１
７４に対して締め付けることができる。
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【００５１】
当業者に知られかつ意図する目的に有用ならば、任意の挿入器またはブロッカ、あるいは
挿入器とブロッカの組合せが本発明の範囲内にあるという理解の下で、ドライバ器具１７
２およびブロッカ１７４を挿入用器具の一例として示す。
【００５２】
図１０は、２つの隣接する椎体の間に取り付け、かつドライバ器具１７２に結合したイン
プラント１００の部分断面を示す上面図であり、ツール１８４（ねじ回しなど）がロック
機構１４４（リベット）をロックして骨ねじ１２８を後端部１０４に固定しているところ
が示されている。ロック機構１４４がリベット、ねじ等々でよいことを理解されたい。
【００５３】
図１１は、２つの隣接する椎体の間に取り付けた脊椎インプラント１００の後端部を示す
立面図であり、ロック機構１４４が、骨ねじ１２８を後端部１０４にロックするために矢
印方向のロック位置にあるところが示されている。ねじ１２８をロックするためには時計
回りまたは反時計回りのいずれの方向を用いてもよいことを理解されたい。
【００５４】
本発明の他の実施形態は、ここに開示した本発明の明細書および実施を考察すれば当業者
には明らかであろう。本明細書および諸例は例示としてのみ考慮されるべきであり、本発
明の真の範囲および趣旨を以下の特許請求の範囲により示すものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の脊椎インプラントの一実施形態の後端部を示す斜視図である。
【図２】　図１の脊椎インプラントを示す上面図である。
【図３】　図１の脊椎インプラントを示す側面図である。
【図４】　図１の脊椎インプラントの後端部を示す立面図である。
【図５】　部分断面図で示す脊椎の２つの隣接する椎体間の椎間板空隙を横切って形成し
た植込みスペースに挿入するところを示す、本発明の脊椎インプラントの一実施形態を示
す側面図である。
【図６】　部分断面図で示す隣接する２つの椎体間に植込まれた本発明の脊椎インプラン
トの後端部中の骨ねじ受け穴に対応する、これらの隣接する椎体中に骨ねじ受け開口を形
成するためのドリルとドリルガイドを示す側面図である。
【図７】　骨ねじを取り付けて挿入位置にある図１～４の脊椎インプラントと、隣接する
椎体の一方を示す上面図である。
【図８】　隠れ線で示す隣接する２つの椎体間に取り付けた図１～４の脊椎インプラント
の後端部を示す立面図であり、ロック機構が解除位置にある。
【図９】　図８の脊椎インプラントと、インプラントを取り付けかつロックするためのド
ライバホルダ器具および固定具とを示す分解図である。
【図１０】　図８の脊椎インプラントの部分断面と隣接する２つの椎体の間に取り付けた
骨ねじを示す上面図であり、ドライバホルダ器具およびロックが、挿入位置にあるインプ
ラントのロック機構の一方をロックしているところと隣接する椎体の一方が示されている
。
【図１１】　図８の脊椎インプラントの後端部を示す立面図であり、ロック機構がすべて
の４本の骨ねじをインプラントにロックしているところが示されている。
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